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三重県ＤＶ防止及び被害者保護並びに 

困難な問題を抱える女性への支援のための基本計画（最終案）について 

 

１ 計画策定の経緯 

「三重県ＤＶ防止及び被害者保護並びに困難な問題を抱える女性への支援のた

めの基本計画」は、令和６年 12 月医療保健子ども福祉病院常任委員会で中間案を

説明しご意見をいただきました。その後のパブリックコメントや三重県ＤＶ防止及

び被害者保護並びに困難な問題を抱える女性への支援のための基本計画策定検討

会議における議論等もふまえ、このたび、最終案を取りまとめました。 

 

２ 中間案から最終案（事務局案）への主な変更点について 

【パブリックコメント】 

（１）意見募集期間 

   令和６年 12月 16日（月）から令和７年１月 14日（火）まで 

（２）意見数 

   ５名（個人５）の方から 30件のご意見をいただきました。 

 

  

番号 主な変更点
最終案
該当頁

1 Ｐ１
第１章　計画策定における基本的な考え方
１．策定の趣旨

　策定の趣旨において、性別に関わりなくＤＶ被害者支
援を行うことを追加しました。

Ｐ２

2 Ｐ33
第３章　県における今後の施策の方向性と取組内容
３．役割分担

　県の役割として、情報公開に努めることを追加しまし
た。

Ｐ34

3 Ｐ33
第３章　県における今後の施策の方向性と取組内容
３．役割分担

　市町の役割として、地域資源を活用して支援を実施す
ることを追加しました。

Ｐ34

4 Ｐ35

第３章　県における今後の施策の方向性と取組内容
４．具体的な取組内容
（１）個人の尊厳を尊重し合う社会づくり【教育・啓
発】
②自らが抱えている問題に気づき、支援につながるため
の広報啓発および研究

　性別に関わりなくＤＶ被害に遭うという表現に修正し
ました。

Ｐ36

5 Ｐ35

第３章　県における今後の施策の方向性と取組内容
４．具体的な取組内容
（１）個人の尊厳を尊重し合う社会づくり【教育・啓
発】
②自らが抱えている問題に気づき、支援につながるため
の広報啓発および研究

　ＤＶ加害者更正プログラムの実施に向けて、調査研究
状況などを把握するという表現に修正しました。

Ｐ36

中間案での該当箇所
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6
Ｐ35
（全
般）

第３章　県における今後の施策の方向性と取組内容
４．具体的な取組内容
（１）個人の尊厳を尊重し合う社会づくり【教育・啓
発】
②自らが抱えている問題に気づき、支援につながるため
の広報啓発および研究

　学校において人権教育を推進し、家庭・地域・職場に
おいて男女平等や人権擁護に関する意識が醸成されるよ
う啓発を実施するという表現に修正しました。
　また、啓発の場として職場を追加しました。

Ｐ35

7 Ｐ36

第３章　県における今後の施策の方向性と取組内容
４．具体的な取組内容
（２）支援につながる相談窓口の整備【相談支援】
①関係機関などによるアウトリーチ・支援につなげるた
めの環境づくり

　「ＬＧＢＴＱ」を「性自認が女性であるトランスジェ
ンダー」という表現に修正しました。

目次、Ｐ
33、38、47

8 Ｐ36

第３章　県における今後の施策の方向性と取組内容
４．具体的な取組内容
（２）支援につながる相談窓口の整備【相談支援】
①関係機関などによるアウトリーチ・支援につなげるた
めの環境づくり

　支援対象者の発見のために行うネットパトロールの概
要がより分かりやすくなるように修正しました。

Ｐ37、38、
43

9 Ｐ38

第３章　県における今後の施策の方向性と取組内容
４．具体的な取組内容
（２）支援につながる相談窓口の整備【相談支援】
④個々の状況に応じた専門相談の実施

　専門相談支援窓口の記載について、より分かりやすく
なるように修正しました。

Ｐ40

10 Ｐ39

第３章　県における今後の施策の方向性と取組内容
４．具体的な取組内容
（２）支援につながる相談窓口の整備【相談支援】
④個々の状況に応じた専門相談の実施

　生活困窮の専門相談支援窓口の記載について、より分
かりやすくなるように修正しました。

Ｐ40

11 Ｐ40

第３章　県における今後の施策の方向性と取組内容
４．具体的な取組内容
（３）安全・安心が守られる保護の実施【緊急対応】
②同伴する子どもへの支援の充実

　同伴児童の保護にあたり、子どもの最善の利益を図り
ながら支援を行うことを追加しました。

Ｐ41

12 Ｐ40

第３章　県における今後の施策の方向性と取組内容
４．具体的な取組内容
（３）安全・安心が守られる保護の実施【緊急対応】
②同伴する子どもへの支援の充実

　面前ＤＶによる子どもへの影響に係る表現を修正しま
した。

Ｐ41

13 Ｐ46

第３章　県における今後の施策の方向性と取組内容
４．具体的な取組内容
（５）関係機関と連携した支援体制づくり【関係機関と
の連携】
①支援調整会議およびＤＶ対策協議会を活用した連携体
制の構築および強化

　関係機関で共有する事例の種類について修正しまし
た。

Ｐ48

14 Ｐ85
【参考資料】
○県内外ＮＰＯからの聞き取り結果

　ＮＰＯからの意見について、より分かりやすくなるよ
うに修正しました。

Ｐ86
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３ 今後の予定 

令和７年 ３月 計画の策定 

  公表 

 ４月～ 計画に基づく施策の推進 

  三重県ＤＶ被害者及び困難な問題を抱える女性支援調整会

議による進行管理（進捗状況等の評価、改善方策等の検討） 

 


